
公
職
選
挙
法
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正

一

都
道
府
県
選
挙
の
選
挙
権
に
係
る
同
一
都
道
府
県
内
移
転
時
の
取
扱
い
の
改
善

１

日
本
国
民
た
る
年
齢
満
十
八
年
以
上
の
者
で
そ
の
属
す
る
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
一
の
市
町
村

の
区
域
内
に
引
き
続
き
三
箇
月
以
上
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
後
も
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県

の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
所
に
関
す
る
要
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
道

府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
第
三
項
関
係
）

２

１
に
よ
り
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
が
、
従
前
住
所
を
有
し
て
い
た
現
に
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
市
町
村
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
投
票
を
す
る
場
合
に
は
、

選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
の
対
照
を
経
る
際
に
、
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
証

す
る
に
足
り
る
文
書
を
提
示
し
、
又
は
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
第
三
項
関
係
）

二

選
挙
人
名
簿
の
登
録
制
度
等
の
見
直
し



１

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
録
月
の
一
日
現
在
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
者
を
同
日
（
同
日
が
地
方
公
共
団
体
の
休
日
に
当
た
る
場
合
（
登
録
月
の

一
日
が
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

は
、
登
録
月
の
一
日
又
は
同
日
の
直
後
の
地
方
公
共
団
体
の
休
日
以
外
の
日
。
）
に
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
第
一
項
関
係
）

２

選
挙
人
名
簿
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
及
び
第
三
十
条
の
七
関
係
）

３

選
挙
人
は
、
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
し
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
期

間
又
は
期
日
に
、
文
書
で
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
第
一
項
関
係
）

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
（
登
録
月
の
一
日
が
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の

（一）
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

当
該
登
録
が
行
わ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら

五
日
間

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
（
登
録
月
の
一
日
が
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の

（二）



日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人

名
簿
の
登
録

当
該
登
録
が
行
わ
れ
た
日
の
翌
日

４

選
挙
人
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
し
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
登
録
に
関
す
る
処
分
の
直
後
に
到
来
す

る
次
に
掲
げ
る
期
間
又
は
期
日
に
、
文
書
で
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
八
第
一
項
関
係
）

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
五
日
間

（一）

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
係
る
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
が
行
わ

（二）
れ
た
日
の
翌
日

三

在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
制
度
の
見
直
し

１

在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
（
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
る
と
同
時
に
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
を
行
う
こ

と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
年
齢
満
十
八
年
以
上
の
日
本
国
民
で
最
終

住
所
の
所
在
地
の
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
２
の

申
請
が
さ
れ
、
か
つ
、
国
外
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
四
第
二
項
関



係
）

２

年
齢
満
十
八
年
以
上
の
日
本
国
民
で
国
外
に
転
出
を
す
る
旨
の
住
民
基
本
台
帳
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

（
以
下
「
国
外
転
出
届
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
当
該
国
外
転
出
届
が
さ
れ
た
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
者
で
、
当
該
国
外
転
出
届
に
転
出
の
予

定
年
月
日
と
し
て
記
載
さ
れ
た
日
ま
で
に
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
る

も
の
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
転
出
の
予
定
年
月
日
ま
で
に
、
文
書
で
、
当
該
市
町
村
の
選

挙
管
理
委
員
会
に
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十

条
の
五
第
四
項
関
係
）

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
２
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
外
務
大
臣
に

対
し
、
当
該
申
請
を
し
た
者
（
当
該
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
の
国
外
に
お
け
る
住
所

に
関
す
る
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
外
務
大
臣
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
当
該
申
請

を
し
た
者
の
国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
、
当
該
申
請
を
し
た
者
の
国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
五
第
五
項
及
び
第
六
項
関
係
）

４

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
２
の
申
請
を
し
た
者
が
当
該
市
町
村
に
お
け
る
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移

転
を
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
し
た
と
き
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務

に
つ
い
て
２
の
申
請
を
し
た
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
を
経
由
し
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
、
在
外
選
挙
人
証

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
六
第
二
項
及
び
第
五
項
関
係
）

四

そ
の
他
事
項

期
日
前
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
由
に
、
天
災
又
は
悪
天
候
に
よ
り
投
票
所
に
到
達
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ

と
を
加
え
る
こ
と
。
（
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
関
係
）

第
二

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
改
正

一

審
査
予
定
裁
判
官
の
通
知

１

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
衆
議
院
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
六
十
日
に
当
た
る
日
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
日
の
い
ず
れ

か
早
い
日
以
後
直
ち
に
、
審
査
予
定
裁
判
官
の
氏
名
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に



通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
審
査
予
定
裁
判
官
が
二
人
以
上
あ
る
と
き

は
、
中
央
選
挙
管
理
会
が
く
じ
で
定
め
た
順
序
に
よ
り
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条

の
二
第
一
項
関
係
）

２

１
又
は
２
の
通
知
を
し
た
後
審
査
の
告
示
ま
で
の
間
に
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
た
場
合
に
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
は
、

直
ち
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
時
に
お
け
る
審
査
予
定
裁
判
官
の
氏
名
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
の
選
挙

管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
審
査
予
定
裁
判
官
が
二
人
以

上
あ
る
と
き
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
が
く
じ
で
定
め
た
順
序
に
よ
り
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
四
条
の
二
第
二
項
関
係
）

３

１
又
は
２
の
通
知
を
し
た
後
審
査
の
告
示
ま
で
の
間
に
審
査
予
定
裁
判
官
の
い
ず
れ
か
が
そ
の
官
を
失
い
、
又
は
死

亡
し
た
場
合
に
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
の
二
第
三
項
関
係
）

二

審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
告
示

１

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
期
日
の
公
示
の
日
に
、
審
査
の
期
日
及
び
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官



の
氏
名
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

２

審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
氏
名
の
告
示
順
序
は
、
一
１
又
は
一
２
の
通
知

の
順
序
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
関
係
）

３

一
１
又
は
一
２
の
通
知
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
通
知
さ
れ
た
裁
判
官
の
い
ず
れ
か
が
、
当
該
通
知
を
し
た
後
審
査
の
告

示
ま
で
の
間
に
そ
の
官
を
失
い
、
若
し
く
は
死
亡
し
た
こ
と
又
は
審
査
の
告
示
の
日
か
ら
審
査
の
期
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
年
齢
七
十
年
に
達
す
る
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
と
な
ら
な
か
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
な
お
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
氏
名
の
告
示
順
序
は
、
一
１
又

は
一
２
の
通
知
の
順
序
か
ら
、
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
と
な
ら
な
か
っ
た
者
を
除
い
た
順
序
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
関
係
）

三

投
票
用
紙
の
調
製
等

１

投
票
用
紙
に
は
、
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
氏
名
と
し
て
一
１
又
は
一
２
の
通
知
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
通
知
さ
れ

た
裁
判
官
の
氏
名
を
当
該
通
知
の
順
序
に
よ
り
、
印
刷
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
関
係
）

２

１
に
よ
り
調
製
さ
れ
た
投
票
用
紙
は
、
一
１
又
は
一
２
の
通
知
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
通
知
さ
れ
た
裁
判
官
が
審
査
に



付
さ
れ
る
裁
判
官
と
な
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
用
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
の
二
第

一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

３

２
の
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
１
に
よ
り
投
票
用
紙

に
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
と
し
て
そ
の
氏
名
が
印
刷
さ
れ
た
者
の
中
に
審
査
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
者
が
あ
る

旨
の
掲
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
の
二
第
三
項
関
係
）

四

審
査
の
期
日
前
投
票
の
時
及
び
場
所

審
査
の
期
日
前
投
票
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
、
そ
の
期
日
前
投
票
と
同

時
に
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
審
査
の
告
示
の
日
が
一
１
又
は
一
２
の
通
知
を
し
た
日
か
ら
四
日
以
内
で
あ
る

場
合
に
は
、
審
査
の
期
日
前
七
日
か
ら
審
査
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
の
二
第

一
項
関
係
）

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め



る
日
か
ら
、
第
一
の
三
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

第
一
の
一
及
び
四
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又

は
告
示
さ
れ
る
選
挙
又
は
審
査
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
）

三

第
二
に
よ
る
改
正
後
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
規
定
は
、
第
二
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ

る
審
査
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
十
項
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


